
佐那河内村障がい者活躍推進計画

機関名 佐那河内村 教育委員会

任命権者 佐那河内村教育長

計画期間 令和２年４月１日～令和７年３月31日 （５年間）

佐那河内村にお 佐那河内村においては、平成30年８月に障がい者の報告誤りの実態が全国

ける障がい者雇 的に判明した結果を受け、過去に行った障害者任免状況通報の内容について

用に関する課題 再点検を行ったが、法定雇用障害者数は達成していた。

しかし、障害者雇用促進法（以下「法」という。）では、地方公共団体の

責務として、「自ら率先して障がい者を雇用するように努めなければならな

い」（法第６条）とされ、障がい者の雇用の場の確保に向けて、民間企業等

よりも高い法定雇用率（法第38条第１項）が設定されている。

本委員会は、職員総数が正規・非正規合わせて10人程度の小規模な機関で

あり、村長部局からの出向職員で構成されているため、独自の採用は行って

いないが、村長部局と同様に個別に対応し、障がいのある職員を含むすべて

の職員が働きやすい職場づくりに向けての各種取組が必要である。

目標

①採用に関する ○ 職員は、正規・非正規とも村長部局からの出向職員で構成されているた

目標 め、独自の採用は行っていない。

②定着に関する ○ 不本意な離職者を極力生じさせない。

目標 ○ 職員一人ひとりの障がい特性や能力、希望等を十分把握し、総合的に検

討して業務との適切な整合性を図る。

取組内容

１．障がい者の活躍を推進する体制整備

(1)組織面 ○ 職員は、村長部局からの出向職員で構成されているため、障害者雇用推

進者は同一の総務課長を選任する。

○ 障がいのある職員本人や、職場で支援にあたる管理監督者等が相談でき

る相談窓口を村長部局と同一の総務課と設定する。

(2)人材面 ○ 村長部局と同様、障害者雇用推進者及び産業医等を含め、内容に応じた

多様な相談先の確保や、業務上の指導・支援を行う者の配置、職場の上司

・同僚により日常的に配慮する。

２． 障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出

○ 現に勤務する障がい者や今後採用する障がい者の能力や希望も踏まえ、

面談等の機会を活用した職務の選定及び創出について検討を行う。同様に

、障がい者が従来の業務遂行が困難となった場合も、負担なく遂行できる

職務の選定及び創出について対策を講じる。

○ 定期的に面談を行い、障がい者と業務の適切な整合性の点検を行い、必

要に応じた措置を行う。
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３．障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理

(1)職務環境 ○ 基礎的環境整備として、現在２階の執務室を令和３年度中に建設予定の

庁舎では、障がい者が利用しやすい１階に配置する。

○ 障がいのある職員に対しては、面談等により必要な配慮等の有無を把握

し、継続的に必要な措置を講じる。

○ なお、措置を講じるに際し、障がい者からの要望を踏まえつつも、過重

な負担にならない可能な範囲で適切に実施する。

(2)募集・採 ○ 職員は、正規・非正規とも村長部局からの出向職員で構成されているた

用 め、独自の採用は行っていない。

(3)キャリア ○ 本人の希望等も踏まえつつ、実務研修、向上研修等の教育訓練を実施す

形成 る。

(4)その他 ○ 必要に応じて随時面談を実施し、状況把握・体調配慮を行う。

の人事管理 ○ 障がい者からの要望を踏まえ、障がい特性に配慮した措置が可能となる

よう財政措置を行う。

○ 中途障がい者（在職中に疾病・事故等により障がい者となった者をいう

。）について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備

等や通院への配慮、働き方、キャリア形成等の取組を行う。

４．その他

○ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に

基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、 障がい者の活躍の場が拡大で

きるよう、可能な範囲で適切な支援・配慮に努める。

○ 本計画のもと、障がい者理解の啓発に努め、障がい特性や個性に応じて

能力を有効に発揮できるよう、障がいのある職員を含むすべての職員が働

きやすい職場づくりに取り組む。


